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南原区民の皆さま 

土木部長 橋渡 健吾 

アメシロ駆除のお願い 

毎年、本州全域でアメシロ（アメリカシロヒトリ）が多く発生しておりますが、今年も発生の時期となってお

り、既に南原区内でも確認されております。 

アメシロは外来昆虫で人的被害はほとんどないようですが、樹木の食害や、周囲への拡散を防ぐためにも、

早期発見・駆除にご協力をお願いします。 

【発見方法】 

幼虫はクモの糸が絡んだような袋状の巣を作って集団で生活しており、また、葉の表皮部だけを残し食害す

るため葉が白く見え、これが発見のポイントになります。 

巣網の中に一週間程度留まっていますので、この時期の駆除が最も効果的です。 

【駆除方法／巣網に留まっている場合】 

・幼虫が留まっている巣網の出来た小枝ごと撤去し、踏み潰す等により除去する。 

・燃えるごみの袋に入れ密封し、ごみとして出す。 

・量の多い場合は焼却場に持ち込み処分してもらう。（枝は 50センチ以内に切断のこと※有料） 

※焼却処分も可能ですが、火の扱いが可能な条件のみとしてください。（野焼きは禁止されております） 

【駆除方法／拡散してしまった場合】 

・薬剤散布が有効となりますが、使用する薬剤は専用のものとし、使用の際は薬剤販売店にご相談ください。 

・個人での駆除にお困りの方は、区でも業者の斡旋は可能ですのでご相談ください。 

 ※個人での依頼の場合は費用が必要となります。費用は実費とします。 

※駆除依頼される方は、必ず立会いをお願いします。また、薬剤が広範囲に散乱するため、近隣の住宅、畑、

田んぼ等に、予めお知らせ下さい。 ※立会い無しの散布はできません。 

 

実施日 ６月 ２８日（土）９：３０頃～ 

(公共施設周りを６：００から行いますので、終わり次第個人宅にまわります。時間の前後はご了承

ください。) 

雨天延期の場合、6月 29日（日） 草刈りが終わり次第順次行います。 

 

※個人の方でご希望の方は、各組の土木部員に６月２０日までにご連絡をおねがいします。 

 

 


